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名 衛 監 第 ７ 号 

令和５年２月 21 日 

 

 

名寄地区衛生施設事務組合 

管理者 加 藤 剛 士  様 

名寄地区衛生施設事務組合議会 

議 長 東 川 孝 義  様 

 

名寄地区衛生施設事務組合 

監査委員 岡 川   進 

監査委員 山 崎 真由美 

 

 

令和４年度定期監査の結果に関する報告書の提出について 

 

地方自治法第 199 条第４項の規定に基づき、令和４年度定期監査を実施したので、

同条第９項の規定により、監査の結果に関する報告書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

定 期 監 査 
 

１ 監査の種類 

地方自治法第 199 条第４項に基づく財務監査（定期監査） 

 

２ 監査の範囲及び対象期間 

令和３年７月１日から令和４年６月 30 日までに執行された、収入に関する事務、施設

の維持管理に関する事務、契約に関する事務。ただし、監査の必要があると認めたときは、

過年度分を対象とする場合がある。 

 

３ 監査の実施期間 

令和４年 10 月７日～令和５年２月 16 日 

 

４ 監査の対象部課、対象事務の範囲 

（１）対象部課 

総務課、一般廃棄物処理施設整備推進室、衛生センター、炭化センター、 

名寄地区広域最終処分場 

（２）対象事務の範囲 

   ア 収入に関する事務 

   イ 施設の維持管理に関する事務（修繕料、委託料、工事請負費、原材料費、備品

購入費） 

   ウ 上記ア及びイに関連する契約事務 

 

５ 監査の着眼点 

（１）予算の執行、収入、支出及び契約の事務が適正かつ効率的に行われているか。 

（２）文書の処理方法及び諸帳簿の記帳整理並びに事業に係る制度について、法令順守に

より適正に行われているか。 

（３）現金等の保管について、職員及び金庫等による適正な管理が行われているか。 

 

６ 監査の方法 

収入・支出・契約・財産管理に関する事務・その他これらに関連する事務等の関係書類

の提出を求め、条例・規則などとの照合・審査を実施し、必要に応じて関係職員の説明

を求めた。 
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７ 実施状況 

 （１）監査日程 

監査実施通知日 面接実施日 

令和４年９月 15 日 令和５年１月 18 日 

  

（２）実査 

ア 実査日  令和４年 11 月１日 

イ 実査場所 炭化センター、名寄地区広域最終処分場、衛生センター 

 

８ 監査の結果 

監査した限りにおいて、監査の対象となった事務はおおむね適正に処理されていると

認められた。なお、一部において軽微な錯誤等が認められたため、面接実施時において

口頭により対応を求めた。 

なお、監査の対象とした事務事業の執行において留意及び措置が必要と認められる

事項については、「監査の結果に関する報告等に関する取扱要領（令和２年監査委員訓

令第２号）」に従って記載する。 

 

指摘事項等の処理区分 

（１） 指摘事項（指導的事項を含む。） 

 ア 改善（是正すべきもの） 

 (ｱ) 法令等に違反するもの 

(ｲ) 公金の支出、契約又は財産管理に適正を欠くもの 

(ｳ) 効率性、経済性又は有効性を欠くもの 

(ｴ) 故意又は過失により損害を与えたもの 

(ｵ) リスク（組織目的を阻害する要因をいう。以下同じ。）に対する措置が講じられていない

もの 

(ｶ) その他、監査委員が、改善が必要と認めるもの 

イ 検討 

 (ｱ) 法令には違反しないが、リスクの発現を低い水準に抑えることができていない等検討を

要するもの 

(ｲ) リスクへの対応に各部局間の調整等が必要なもの 

(ｳ) 効率性、経済性又は有効性の観点から検討が必要なもの 

(２) 注意 

 ア 軽易な誤り及び留意すべき事項であるもの 

イ 指摘事項には至らないが、妥当性又は適正を欠くもの 

(３) 勧告（地方自治法第 199 条第 11 項及び名寄地区衛生施設事務組合監査基準第 16 条第２項

に規定する勧告） 

 ア 第１号アの規定のうち、特に重大なもの 

イ 第１号アの規定のうち、著しく経済性、効率性又は有効性を欠くもの 

ウ 第１号ア又はイの規定のうち、至急改善を要するもの 

エ 第１号ア又はイの規定のうち、未措置であるもの又はリスクに対し措置を講じないもの 

オ その他監査委員が勧告相当と認めるもの 
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監査の結果は次のとおりである。 

（１）把握した事項 

   ア 総務課の所管する事務のうち１件の支出について関係書類を確認した。また、

手数料の徴収、現金及び証紙の保管方法・状況について確認した。 

  イ 一般廃棄物処理施設整備推進室の所管する事務のうち８件の支出について関

係書類を確認した。 

  ウ 衛生センターの所管する事務のうち 14 件の支出について関係書類を確認し

た。 

  エ 炭化センターの所管する事務のうち 12 件の支出について関係書類を確認し

た。 

   オ 名寄地区広域最終処分場の所管する事務のうち 10 件の支出について関係書

類を確認した。 

     

（２）監査の結果 

    指摘事項なし   

 

 

（むすび） 

    令和４年度の定期監査において、老朽化した施設では修繕も多くみられ、施設

の機能を維持するための緊急補修などの対応状況が確認できた。施設の安全かつ

安定した稼働のためにも、引き続き適切な維持管理がなされることが望まれる。 

    また、施設の負荷軽減と延命化のためにもごみの分別徹底が欠かせないことか

ら、組合と構成市町村との更なる連携のもと、住民周知による意識向上と事業者

指導がなされることを望む。 

 

                                 以  上 
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